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検討アジェンダ（案）

4. コンテンツ規律について

(1) メディアサービス(仮称)の範囲

「メディアサービス」(仮称)の範囲については、従来の放送の概念を踏まえ、「公衆によって直接
受信されることを目的とする電気通信の送信」とする方向で検討することは適当か。
その際、現行の放送が多様化している状態に即し、より明確化を図る観点から定義の見直しを
検討することは適当か。
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(2) 「メディアサービス」の区分

① 「メディアサービス」について、日常生活に必需の情報の送信という特別な公共的役割を担う
「特別メディアサービス」を区分する方向で検討することは適当か。

② 「特別メディアサービス」については、「国民の日常生活や非常時における不可欠の情報提供
手段」の確保を中心に検討することは適当か。
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(5) 「オープンメディアコンテンツ」に関する規律

① 「メディアサービス」として提供されるもの以外の「公然性を有する情報通信コンテンツ」(「オー
プンメディアコンテンツ」(仮称))に係る違法・有害情報対策について、現在は私法上の権利
侵害情報のみがいわゆるプロバイダ責任制限法の対象となっているところ、その責任制限の
範囲を諸外国の一部のように違法情報全般や刑事上の責任というところにまで拡大するか検
討することは適当か。

② 有害情報への対策を検討することは適当か。


